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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成23年11月24日付をもって提出しました有価証券届出書（平成24年5月25日、7月30日付で有価証
券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）において、ファンドの特色など
の記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
　

２【訂正の内容】
＜更新・追加＞に記載している内容は原届出書が更新・追加されます。

 

第一部【証券情報】
（12）その他
＜更新・追加＞

①～④（略）
⑤お申込み受付中止日
取得申込日が以下に該当する場合には、受益権の取得のお申込みはできません。（また、該当日
には解約請求のお申込みもできません。）
・香港の銀行休業日

 
≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 
取得申込日が以下に該当する場合には、受益権の取得のお申込みはできません。（また、該当日
には解約請求のお申込みもできません。）
・香港もしくはダブリンの銀行の休業日
・香港の取引所の休業日
 
⑥（略）
⑦信託約款の変更（運用の基本方針等の変更）の実施について
主要投資対象を外国籍投資信託「SAM グレーターチャイナ・エクイティ・ファンドJ ユニッ
ト(SAM Greater China Equity Fund J Unit)」からアイルランド籍会社型外国投資信託
「Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China Classic
Fund」（米ドル建て）に変更します。また、当該変更に伴い、「信託報酬」、「一部解約金の支払
い」および「申込不可日」に関連する条文についても所要の変更を行います。
当該約款変更は、主要投資対象である外国籍投資信託「SAM グレーターチャイナ・エクイ
ティ・ファンドJ ユニット(SAM Greater China Equity Fund J Unit)」が、信託財産の減少を
理由に繰上償還されることとなったため、当ファンドの主要投資対象を変更し、当ファンドの商
品性の維持および運用の継続を図ることを目的とするものです。
 
約款変更の手続きおよび日程
①新聞公告 平成24年7月30日（日本経済新聞朝刊）
②異議申立期間 平成24年7月30日～平成24年8月31日
③信託約款変更適用日 平成24年9月26日
 
平成24年7月30日（異議申立基準日）時点の受益者の皆様を対象に、信託約款の変更にかかる
異議申立の受付を行ないました結果、異議申立をされた受益者の合計口数は、異議申立基準日現
在の当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えませんでした。
したがいまして、平成24年9月6日をもって信託約款を変更し、平成24年9月26日より適用する
ことといたします。
 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

④　ファンドの特色
＜更新・追加＞
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（３）ファンドの仕組み
①　ファンドの投資対象

＜更新・追加＞

 
≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
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２　投資方針

（１）投資方針

＜更新・追加＞

ファンドの投資方針

主な投資対象およびその資産配分は、原則として以下のとおりとします。

投資対象
基本資産

配分比率

ＳＡＭ グレーターチャイナ・エクイティ・ファンド Ｊ ユニット(ケイマン籍、円建て)

（ＳＡＭ Greater China Equity Fund J unit
　
）
　 90％以上

※

ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) 10％未満

 

ただし、この比率は将来的に変わる可能性があります。

　また、市場動向、資金動向等に急激な変化が生じたとき、この投資信託の残存元本等が運用に支障をきた

す水準となったとき、ならびに投資対象とする投資信託が償還となる場合等やむを得ない事情が発生し

た場合には、上記のような運用ができない場合があります。

※ 「ＳＡＭ グレーターチャイナ・エクイティ・ファンド Ｊ ユニット(ケイマン籍、円建て)」(ＳＡＭ

Greater China Equity Fund J unit)の組入比率は、原則として純資産総額の90％以上を保つことと

します。

 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 

ファンドの投資方針

主な投資対象およびその資産配分は、原則として以下のとおりとします。

投資対象
基本資産

配分比率

「Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China

Classic Fund（アイルランド籍、米ドル建て、為替ヘッジなし）」 90％以上
※

ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) 10％未満

 

ただし、この比率は将来的に変わる可能性があります。

　また、市場動向、資金動向等に急激な変化が生じたとき、この投資信託の残存元本等が運用に支障をきた

す水準となったとき、ならびに投資対象とする投資信託が償還となる場合等やむを得ない事情が発生し

た場合には、上記のような運用ができない場合があります。

※ 「Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China Classic Fund

（アイルランド籍、米ドル建て、為替ヘッジなし）」の組入比率は、原則として純資産総額の90％以

上を保つこととします。
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（２）投資対象

②　投資の対象とする有価証券
＜更新・追加＞

委託会社は、信託金を、主として次の投資信託証券ならびに有価証券に投資することを指図しま
す。
(A)ＳＡＭ グレーターチャイナ・エクイティ・ファンド Ｊ ユニット(ケイマン籍、円建て 
(ＳＡＭ Greater China Equity Fund J unit))

(B)ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)

 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 

委託会社は、信託金を、主として次の投資信託証券ならびに有価証券に投資することを指図しま
す。
(A)Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China Classic
Fund（アイルランド籍、米ドル建て、為替ヘッジなし）

(B)ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)

 

 (参考)
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
＜更新・追加＞
1. SAM グレーターチャイナ・エクイティ・ファンド J　ユニット
 
(1)基本方針
　この投資信託は、大中華経済圏の株式にバリュー投資手法を用いて分散投資を行い、信託財産の中長期
的な成長を目指します。
 
(2)投資対象
　この投資信託は、大中華経済圏(香港、中国、台湾、シンガポール等)の株式市場において公開されている
株式であり、かつ、大中華経済圏において大半の資産を保有するか、大半の収益を得ているか、または事
業を行っている企業の株式を主要投資対象とします。
 
(3)主な投資制限
①同一企業に対して発行済み株式の10％を超える投資は行いません。
②非上場株式または取引所において取引がなされていない証券への投資は、純資産総額の15％以下とし
ます。
③同一企業の株式に対して純資産総額の10％を超える投資は行いません。
④同一発行の政府および公共証券に対して純資産総額の30％を超える投資は行いません。
⑤借入れは純資産総額の10％以内とします。
 
(4)信託期間
無期限
 
(5)関係法人
投資顧問会社　：　センシブル・アセット・マネジメント・リミテッド
副投資顧問会社：　バリュー・パートナーズ・リミテッド
受　　託　　者：　バンク・オブ・バミューダ(ケイマン)リミテッド
保管受託銀行　：　HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド
 
(6)信託報酬等
管理会社報酬  ：純資産総額に対して年率1.0％
実績報酬      ：価格の高値更新分に対して15.0％
受託者報酬    ：純資産総額に対して年率0.31％（上限）
その他の費用  ：監査費用、組入有価証券の売買等に発生する売買委託手数料等がファンドから支弁

されます。
 
(7) 決　算　日　：毎年3月31日
 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 
1.Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China Classic Fund
（アイルランド籍、米ドル建て、為替ヘッジなし）
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ファンド名 「Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater 

China Classic Fund」

ファンド形態・通貨表示 アイルランド籍会社型外国投資信託／米ドル建て

投資方針・特色 ①     大中華経済圏の株式にバリュー投資手法を用いて分散投資を行い、信託財

産の中長期的な運用を行います。

②     大中華経済圏（香港、中国、台湾、シンガポール等）の株式市場において上

場されている株式で、かつ、大中華経済圏において大半の資産を有するか、

大半の収益を得ているか、または事業を行っている企業の株式を主要投資

対象とします。

③     運用は、徹底した現地調査に基づき、市場が注目する前に割安な銘柄を発

掘し投資する運用を得意とするバリュー・パートナーズ・ホンコン・リ

ミテッド（Value Partners Hong Kong Limited）が行います。

信託報酬等（年率） 年1.33％

その他手数料等 ・有価証券の売買の伴う売買委託手数料、監査費用およびその他信託事務の

処理に要する諸費用がかかります。

・毎年の運用実績のハイ・ウォーター・マーク超過分に対して15％の実績報

酬がかかります。

投資顧問会社 Value Partners Hong Kong Limited

管理事務代行会社 Citibank Europe plc (Dublin)

保管受託会社 Citibank International Plc, Ireland Branch

監査法人 PricewaterhouseCoopers (Dublin)
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（３）信託報酬等

①信託報酬

＜更新・追加＞

（A）ファンドが負担する実質的な信託報酬

ファンドが負担する実質的な信託報酬率は、以下の通りとなります。

 実質的な信託報酬率（概算）

当ファンド 1.3125％（税抜1.25％）

投資信託証券　(注) 1.2％ 　 (税抜1.199％)

計 2.5125％（税抜2.449％）

（注）投資信託証券の報酬率は、ファンドが投資している投資信託証券の信託報酬率を、基本資産配分

比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際

の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.2％程度変動しますので、受益者が負担する実質的な

信託報酬も変動します。

（B）信託報酬の内訳

当ファンドの信託報酬

信託財産の純資産総額×年1.3125％（税抜　年1.25％）

 

信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社 受託会社 販売会社

年0.63％

（税抜　年0.60％）

年0.0525％

（税抜　年0.05％）

年0.63％

（税抜　年0.60％）

信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信

託財産の費用として計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

 

なお、委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支払われ、販売会社への報酬は、委

託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。受託会社の報酬は、ファン

ドから受託会社に支払われます。

 

※ファンドが投資する投資信託証券についても以下の信託報酬がかかっています。

名称 信託報酬率（年率）

ＳＡＭ  グレーターチャイナ・エクイティ・ファンドＪ　ユニット 年1.31％（税抜1.31％）

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） 年0.21％（税抜0.20％）

（注１） ユナイテッド日本債券ベビーファンドの信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当

する金額は、当該ファンドの計算期間を通じて毎日計算され、計算期末または信託終了のとき

に当該投資信託証券の信託財産より支払われます。

（注２）「ＳＡＭ グレーターチャイナ・エクイティ・ファンド Ｊ ユニット」においては、信託報酬

のほか、１年毎の基準価額の高値更新分に対して15.0％の実績報酬がかかります。
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≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 

（A）ファンドが負担する実質的な信託報酬

ファンドが負担する実質的な信託報酬率は、以下の通りとなります。

 実質的な信託報酬率（概算）

当ファンド 1.2915％（税抜1.23％）

投資信託証券　(注) 1.218％　(税抜1.217％)

計 2.5095％（税抜2.447％）

（注）投資信託証券の報酬率は、ファンドが投資している投資信託証券の信託報酬率を、基本資産配分

比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際

の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.2％程度変動しますので、受益者が負担する実質的な

信託報酬も変動します。

（B）信託報酬の内訳

当ファンドの信託報酬

信託財産の純資産総額×年1.2915％（税抜　年1.23％）

 

信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社 受託会社 販売会社

年0.609％

（税抜　年0.58％）

年0.0525％

（税抜　年0.05％）

年0.63％

（税抜　年0.60％）

信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信

託財産の費用として計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

 

なお、委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支払われ、販売会社への報酬は、委

託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。受託会社の報酬は、ファン

ドから受託会社に支払われます。

 

※ファンドが投資する投資信託証券についても以下の信託報酬がかかっています。

名称 信託報酬率（年率）

Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute
Greater China Classic Fund

年1.33％（税抜1.33％）

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） 年0.21％（税抜0.20％）

（注１） ユナイテッド日本債券ベビーファンドの信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当

する金額は、当該ファンドの計算期間を通じて毎日計算され、計算期末または信託終了のとき

に当該投資信託証券の信託財産より支払われます。

（注２）「Value Partners Ireland Fund Plc ‒Value Partners Absolute Greater China Classic

Fund」においては、信託報酬のほか、１年毎の基準価額の高値更新分に対して15.0％の実績報

酬がかかります。
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第２【管理及び運営】
１　申込（販売）手続等

＜更新・追加＞

販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みを行うことができます。

(1)お申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時までとし、これらの受付時間を過ぎた場合

は、翌営業日の取扱いとなります。

ただし、香港の銀行休業日においては、取得の申込を取扱いいたしません。

 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫
 

(1)お申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時までとし、これらの受付時間を過ぎた場合

は、翌営業日の取扱いとなります。

ただし、香港もしくはダブリンの銀行の休業日、香港の取引所の休業日においては、取得の申込を取扱

いいたしません。

 

(2)～(5)（略）

 
２　換金（解約）手続等
＜更新・追加＞

(1)～(2)（略）

(3)一部解約（換金）の請求の受付時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までとし、これらの受
付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

ただし、香港の銀行休業日においては、一部解約（換金）の申込の受け付けを取扱いいたしません。

 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫

 

(3)一部解約（換金）の請求の受付時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までとし、これらの受
付時間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

ただし、香港もしくはダブリンの銀行の休業日、香港の取引所の休業日においては、一部解約（換金）

の申込の受け付けを取扱いいたしません。

 

(4)（略）

(5)一部解約（換金）代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、６営業日目か
ら販売会社において受益者にお支払いいたします。

 

≪2012年9月26日より、以下のように変更します。≫

 

(5)一部解約（換金）代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、８営業日目か
ら販売会社において受益者にお支払いいたします。

(6)～(8)（略）
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